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（３）自然災害等からくらしを守る

  ＜県内をおそったおもな自然災害＞

　地
じ

震
しん

や台風などの自然災
さいがい

害は、わたしたちを突
とつぜん

然おそってき

ます。県は、自然災害から県民を守るため、市町村と協力して

河川を改修したり、消
しょう

防
ぼう

防
ぼう

災
さい

ヘ

リコプターによる空からの救
きゅう

助
じょ

や消火活動を行っています。

　また、いざという時に備え、

関係機関と連
れん

携
けい

しながら、自然

災害やテロ等を想定した防
ぼう

災
さい

訓

練を行っています。

1998年（平成10年）８月末の集中豪雨により、浸水被害が発生した谷津田川（白河市）。
右が2001年度（平成13年度）に河川環境にも配慮して改修された後の写真

消防防災ヘリコプター「ふくしま」

1978年（昭和 53年）6月、宮城県沖地震によ
り倒
とうかい

壊した民家（国見町）
1986年（昭和61年）8月、台風10号による豪
雨で、浸

しんすい

水による被害を受けた工場や民家（郡山市）
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